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日時：平成21年11月18日（水） 9：QOん10：00（目途）  
会場：はあといん乃木坂 フルール（BIF〉  

中央社会保険医療協吉義会総会（第151回） 賭事次第  

平成21年11月18日（水）  

於 はあといん乃木坂  

議 題  

○ 医療経済実態調査に係る意見について  

○ その他   
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平成22年度診療報酬改定の視点等について   

【改定の視点】  

①「救急、産科、小児、外科等の医療の再建」、「病院勤務医の負担の軽減（医療   

従事者の増員に努める医療機関への支援）」といった重点現題以外にも、国民の   

安心・安全を確保していく観点から充実が求められている領域も存在している。   

このため、「充宍が平められる領域を適切I手許申し七いく現屋」を次回改定の   

視点の一つとしてはどうか。  

② 一方、医療は、これを提供する側と受ける側との協働作業であり、患者が必要   

な情報に基づき納得した上で医療に参加していける環境を整えることや、安全で   

あることはもちろん、生活の質という観点も含め、患者一人一人の心身の状態に   

あった医療を受けられるようにすることが求められる。   

このため、「患者から見て分力嘩   

も配慮・した医療を実現する視点」を次期改定の視点の一つとしてはどうか。  

③ また、患者の視点に立った場合、質の高い医療をより効率的に受けられるよう   

にすることも求められるところであるが、これを実現するためには、医療だけで   

なく、介韻も含めた機能分化と連携を推進していくことが必要である。   

このため、「医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質糊   

な医療を実現する視点」を次回改定の視点の一つとしてはどうか。  

④ 次に、医療を支える財源を考えた場合、医療費は公費や保険料を主な財源とし   

ており、国民の負担の咤減の観点から、効率化の余地があると思われる領域につ   

いては、その適正化を図ることが求められる。   

このため、「効率化の余地があると思われる領域を適正化する軍馬」を次回改   

定の視点の一つとしてはどうか。   

前回までの議論等を踏まえ、平成22年度診療報酬改定について、どのような罷  

職・視点で行う・ことが適当と考えるぁか。例えば、以下のような認識、視点で改定を  

行うことについてどう考えるのか。  

【基本認識・重点課題等】  

① 前回の診療報酬改定においても、医師不足などの現題が拷問される中で所要の   

改定が行われたところであるが、これらの課題は必ずしも解消しておらず、我が   

国の医療特、危機的な状況に置かれている。  

② このような基本認織に立ち、平硬22年度診療報酬改定においては、「盈亀」   

重科、」上溝ユ」L料専の医療の再建」及び「病院勤務医の負寧の軽零（医療鱒一章   

の増員に努める医療機関への支援）」を改定の重点現題として位置付けるごとと   

してはどうか。  

③ また、診療報酬改定に当たっては、地域特性への配慮や使途の特定といった補  

助金の役割との分担を十分に臨まえるべきである。  

④ このような基本罷職や重点課題を踏まえた上で、次期診療報酬改定の基本的な   

方向については、   

イ 地域医療が危機的な状況にある中、医療費の配分の見直しではなく、医療資  

の底上げを行うことにより対応すべきとの意見がある一方、   

ロ 保険財政が極めて厳しい状況の中で、医療費全体を引き上げる状況にはなく、  

限られた財源の中で、医療費の配分の大幅な見直しを行うことにより対応すべ  

きとの意見があったところ∴  

⑤ このような状況を踏まえ、次期診療報酬改定の基本的な方向について、どのよ   

うにあるべきか、ご談論をいただきたい。  



平成22年度診療報酬改定の「視点等∴と「方向Jについて   ○ 新型インフルエンザ対策等感染症対策の推進  

○ 肝炎対策の推進  

前回までの議論等を踏まえ、平成22年度診療報酬改定について、具体的にどのよ  

うな「方向」で改定を行うことが考えられるのかふ例えば、以下のような「方向」が  

考えられるのではないか。  

≧）早着からみて分かりやすく綿得で毘ユ安心・安全で、生活■の井にも印・ヒ土屋  

を実現する視点   

① 医療の透明化・分かりやすさの推進   

② ■医療安全対策の推進   

③一心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現   

④ 重症化の予防 等  

1．重点課題関係  

け）救冬鋤翠建   
① 有床診療所も含めた地域連携による救急患者の受入の推進   

②■小児や妊産婦を含めヰ救急患者を受け入れる医療機関 

③ 新生児等の救急搬送を担う医師の活動の評価   

④ 急性期後の受け皿としての後方病床・在宅療ヰの機能強化  

⑤ 手術の適正評価  等  

ヨ配 星 盟 ★朗I 召堤与左跳 謂 √ 月面 訳臼 巨財 消  

旦盟畠   

① 質が高く効率的な急性期入院医療の推進   

＠ 回復期リハビリテーション等の機能強化   

③ 在宅医療・在宅歯科医療の推進   

④ 医療職種間、医療職種・介肇職種間の連携の推進  等  

（2）覇院勤務医？負担軽濾策の充実．（軍虎従事者の甘員に努める医療機関への支旦L   

① 看護師や薬剤師等医師以外の医療職が担う役割の評価   

② 看磯補助者等医療職以外め職員が担う役割の評価   

③ 医療クラークの配置の促進など、医師の業務そのもの■を減少させる取組に対  4）‥期中化の余地がある■と思われる餌域生息正化す卑視点   

① 後発医薬品の使用促進   

② 医薬品、医療材料、検査に関する市場実勢価格の反映、等   

する評価  

2．4つの視点関係  

（1）充実・が求められる領域を適切に評価していく視点   

① 質の高い精神科へ院医療の推進   

② 歯科医療の充実   

③ イノベーションの評価   等  

奴 その他以下の項目を位置づけることについてどのように考えるのか、ご議論   

いただきたい。   

○ がん医療の推進   

○ 認知症医療わ推進  
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後期高齢者医療制度に係る診療報酬について  

① 昭和58・年2月から施行された老人保健法に基づき、一定以上の年齢の方のみ   

に適用される診療報酬として「老人診療報酬点数表」が創設され、包括払いの採   

用や介護の重視、在宅医療の推進など、高齢者の心身の特性に着目した評価が設   

けられてきたところ。  

② しかしながら、平成18年4月の診療報酬改定において、簡素化の観点から、   

老人診療報酬点数表にのみ存在する診凍報酬項目や、同一の診療行為に対する評   

価が老人診療報酬点数表と医科診療報酬点数表等とで異なる診療報酬項目につい  

ては、高齢者の心身の特性を踏まえたものを除き、一本化されたところ。  

これに伴い、「老人診療報酬点数表」については、「医科診療報酬点数表等」と   

別建てとされている取扱を改め、これら2つの点数表が一本化されたところ。  

③ その後こ平成20年4月の後期高齢者医療制度の創設に伴い、改めて高齢者の   

診療報酬の在り方について検討を行い、ご本人が遊んだ崗齢者担当医が心と体の   

全体を診て、外来、入退院、在宅医療まで継続して関わる仕組み（後期高齢者診   

療科）を創設するなどの取組を進めたところ。  

④ しかしながら、このような診療報酬点数については、年齢による差別ではない   

か、必要な医療が受けられなくなるのではないか等の指摘を受けたところ。  

⑤ 一方、中央社会保険医療協議会が行った調査によれば、後期高齢者診療料の活   

用が進んでいない実態等も明らかになったところ。  

⑥ このような状況を踏まえ、75歳以上という年齢に着目した診療報酬体系につい   

ては、後期高齢者医療制度本体の見直しに先行して、廃止することとした上で、   

具体的な報酬設定については、それぞれの診療報酬項目の趣旨・目的等を考慮し   

つつ、．検討することとすべきと考えるが、この点についてご議論いただきたい。   
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主な集計項目の平均値と中央値（第17回医療経済実態調査）  

損益状況  
（単位：千円）  

一般病院（集計り   

・阻設看区分   医療法人  国公立  全体  特定機能病浣  DP¢対象病院   

平均値／中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値．  ヰ央値  平均値  中央値  平均値  中央徳   

損益差額   3ヱヰ1  2．328  ーーヰ4．851  一往292  －1乙ヰ94  －881  －112，317  －108．908  イ乙435  ー】も685   

総損益羞領   乙『柑  乙ま29  －5．986  ⊥了．1鋸  －3．415   314  25，596  3ヱ1之  ・－5．8gO  328  

（単位：千円）  

一般診療所（集計2〉  歯科診療所く集計2）  保険薫局（集計之）   

1司人  医療法人  
開設者区分    （入院診療収益なし）     （入碇診療収益なし）  個人  医療法人  個人  法人   

平均値／中央値  平均値  中央廷  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央徳  平均値  中央値   

医業収盃   6．855  5．4¢7  10．丁6る  8βヰ5  凰616  3．333  乳03：I  6ヱ79  7，錦3  6一糾  1：I．ヰ16  g．539  

職種別常勤隣島1人平均給罰月鏡等  
（単位：円）  

一般病院（集計1）  一般診ま所（全体：集計2）   

開設者区分   国立  公立  公的  医療法人  個人  医療法人   

平均値／中央値  平均値  中央値  平均値  ．中央値  平均値．  中央値  平均値  中央値  平均値  中年瞳  平均値  中央値   

病院長・院長．  1，811．114  1．厨逓，630  1．65り15  l．62丁．017  】．785．512  l．731．75ヰ  乙626、975  乙170，∝は  乙108．530  1．799．358  

3．一般診療所主たる診療科別の塩益状況  
（単位：千円）  

個人（入院収益なし）（集計2）   

診療科区分   内科  小児科  精神科  外科  菱形外科   

平均値／中央値   平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値   

医業収益   8．7糾  5．TO5  4．519  4．58了  七598  3．838  ¢，201  ぢ．3gl  1吼791  8．441  

（単位：千円〉  

個人（入院収益なし）（集計2）   

診療科区分   産婦人科．  眼科  耳1咽喉利  皮膚科   

平均値／中央値   平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値   

医業収益   了．496  4．4別；  6．209  5．5：β  4．6了3  も19g  6．105  8．1ヰ2  

（単位：千円）  

医療法人（入浣収益なし）（集計2）   

診療科区分   内科  小児科  ・精神科  外科  菱形外科   

平均値ノ中央値   平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中央佐   

医蔓収益   11．817  8．638  了，糾2  7．393  5，969  5，354  11，馴  8，781  乳513  8．663  

（．単位：干円）  

医療法人（入院収益なし）く集計2）   

診療科区分   産婦人科  眼科  耳鼻咽喉調  皮膚科   

平均値／中央値   平均値  中央値  平均値  中央値  平均値  中卒庫  平均値  中央値   

医業収益   10．135  乳143  11．076  1仇ひ蛸  8．028  ■ 6．775  8，8g5  7，598  



「医療経済実態調査」収益と「最近の医療費の動向（メディアス）」の比薮  

医療器済実態調査   最近の医療黄の動向（メディアス）  
（直近の事業年度）   （平成20年虔）   

一般病院′医科病院   2，467，572   2，038，346   

一般診療所／医科診療所   106，573   94，426   

237，306   157，351   
入院診療収益なし／無床診療所   入鹿診療収益あり／有床診療所  93，829   84，463   

歯科診療所／歯科診療所   40，748   36，761   
保険薬局／保険薬局   141，824   110，853   

注1医療経済実態調査の一般病院の収益は、入院診療収益及び外来診療収益を合算したものである。  
注2 医療経済実態調査の一般病院の収益には、公害医療、労災保険、自賠責、自棄診療収益等も含まれているが、メディアスの医   

科病院の医療乳＝は、当該項f引ま計上されていない．  

注3 医療経済実態調査の一般病l院においては、特定権能病院を集計対象外としているが、メディアスの医科病馬の集計には含まれ  
ている。  

注4 医療経済実態調査の保険薬局は、1ケ月の調剤報酬明細書の取扱件数が300以上の薬局を対象としているが、メディアスの集   
計対象には、取扱件数が300未満の保険薬局も含まれている。  

r医療経済実態調査」の収益と「最近の医療費の動向（メディアス）」の比較  

平成19年6月  平成21年6月  

医療経済棄娃調査     最近の医療費の動向 （メディアス  医療経済実態濁査  最近の医療蓑の動向 メス）   
）  （ディア   

一般病院／医科帝院  ’182，566  164，1う2   211，300   177，805   

一般診療所／医科診療所  8，606  7，973   9，102   a147  

申利  芸  7，983   9，586   8」53  

小児科  薫  5，483   5，250   5．443  

外科  皐    採…   a240   12，739   a505  

整形外科  串  10，285   10，100   10，792  

皮膚科  猶  6，896   6，969   6，828  

産婦人科  薫    ’・；・；三1  ー；：   5，327   7，355   5，431  

眼科  薫  a652  10，383   a916  

耳鼻咽喉科  韓  6，304   6，259   6，320  

その他  田    鋳   9，831   12，917   9，834  

院診療収益あり／有床診療所  16，037  12，970   20，482   13，770  

院診療収益なし／無床診療所  7，752  7114   aO45   7，282   

歯科診療所／歯科診凛所  3，380  3，192   3，541   3，285   

保険薬局／保険業局 11，16了  8，583   12，427   9，496   

注1医療是済実笠調査の一般病院の収益は、入院診療収益及び外来診療収益を合算したものである。  
注2医療轟済葉菜講書の一線病院の収益には、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等も含まれているが、メディアスの医科病院の医療  

費には、‘当該項引ま計上されていない。  
注3 医療怒涛実態調査の一般病院においては、特定機能病院を集計対象外としているが、メディアスの医科病院の集計には含まれている。  
注4医療費済実羞調査の一般診療所の診療科別の平成19年6月の数値（網掛け部分）は介護保検事美に係る収入のない一般診療所（集計1）  

を対象とLている。  

注5医療慈済実態調査の保険秦眉は、1ケ月の調剤報酬明細書の取扱件数が300以上の稟局を対象としているが．メディアスの集計対象には、   
取扱件数が3PO未満の保険業局も含まれている。  

4   
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院外処方を実施している一般診療所の割合について  

医療紆実態調査   医療施設調査  
（平成21年6月）   （平成17年）   

（割合）   

一般診療所（焼外処方あり）  
73．7％   64．5％  

「廿⊥ll■’   772／1，047   48，335／74，948   

注：院外処方串＝  

砺純封00   
平成1障  平成】7年  平成18年  平成19年  平成20年  

○   
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（人事院勧告）  賃金の動向   

平成20年度   平成21年度   2年間の増減率  
平成20年度  

0．0％   ▲0．2％   
平成21年度  2・4％  

（賞与0．0％）   （賞与▲2．2％）   
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平成18年度   平成19年度   2年間の増減率  
平成18年度  

0．0％   0．4％   

平成19年度  ＋0．7％  
（賞与0．0％）   （賞与0．3％）   
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（注）各年度の数値は、上段が人事院勧告の平均改定率、下段（カツコ書き〉 が賞与の支給   
月敢の変更等による影響率（別掲）であり、r2年間の増減率」はこれらを合計   
したものである。  
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（消費者物価）  物価の動向   

平成20年度   平成21年度   2年間の増減率  
平成20年度  

（注2）   

・平成21年度  1．1％  ▲1．6％   ▲0．5％   

平成18年度   平成19年度   2年間の増減率  
平成18年度  

！  

平成19年鹿  0．2％   0．4％   ＋0．6％   
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（注1）各年度の数値は、平成17年度を100とした場合の指数による増減率である。  
（注2）平成21年度の数値は、平成21年度4月から9月までの消費者物価指数（前年同月比）  

の平均値である。  
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平成21年11月18日  4．直近の事業年度の集計絡果について   

● 「集計1」における一般病院の損益状況について、全体では－4．4％であり、国公立を除   

＜と－18％である。   

● 「集計2」における一般病院の損益状況について、全体では一3．5％であり、国公立を除   

＜と0．1％である。   

● 損益率の分布のグラフでは、国公立を除く一般病院で「○％以上～10％未満」か最も多く、   

次いで「－10％以上′、ノ0％未満」が多い、医療法人では乙4％の病院が「－30％未満」であ  

る。   

● 事業年度集計の万が単月集計と比べて若干赤字幅が大き＜、特に医療法人の損益差額（集   

計1）においては、単月でal％が事業年度では1．4％となっている。  

5．まとめ   

上記をまとめると、   

○ 一般病院は、前回とほぼ変わらず基本的に赤字である。   

○ 税引き後の総損益妻板をみると民間病院は微々たる利益があっても最終的にはほぼ○％と  

なっている。   

O DPC対象病院の損益が悪化している。   

○ 回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料を算定している、いわゆ   

る亜急性期医療を担っている病院の損益が悪化し、赤字である。  

○入院基本料別では「15こ1」以外はすべて赤字であり、「10：1」が最も悪リ1。  

○事業年虚業計ヒぉいてもー般病院は単月集計と同じ＜全体的に赤字基調であ亭。  

という結果である。   

とが示m  
の病院が算定する「入院基本料」の大幅な増額が必須であると考える．  

また、事業年度集計の万が単月集計より赤字幅が大きい要因として、単月データである平成21  

年6月時点においては、医療機関側の経営努力により、改定直後の平成20年度の状況からは若  

干改善しているものと考えられ、改定による影響を正確に把握するためには調査を毎年行うこと  

が必要と考える。  

以上   

中医協・第17回医療経済実態調査報告における病院の状況について  

1∴集計1の結果について   

一般痔院全体の損益差額は、 

ている一一般病院の国公立を除いた損益差額においても、前回の－0，2％から－0．7％とほぼ変   

わっておらす、赤字である。   

また、今固より税引き後の純損益差額が集計されており、医療法人をみると繊損益差額1．7％   

であったものが税引き後では0．2％とほぼ利益がな＜なっている。  

2．集計2の結果について   

一般病院全体の損益差額は、前回の－4．1％から今固は－3．7％とほぼ変りらず、赤字である。   

一般病院の国公立を除いた損益差額では、‘前回の0．4％から今固は0．2％とほぼ横ばいである   

が、全く利益はない状況である。  

3．機能別の集計結果について   

● DPC対象病院の損益差矧ま、回答数が前回より増えているとはいえ、前回の－1．3％か   

ら今回は一5．2％と経営が悪化していることがみてとれる。   

● 回復期リハビリテーション病棟入院料算定病偶の損益差額は、前回の－0．3％から今回は   

－2．6％と若干悪化している。   

● 亜急性期入院医療管理料算定病院の損益差額は、全体では、前回の－6．3％から今回は   

－4．7％と若干改善しているが赤字であり、国公立を除いた損益葺矧こおいては、前面の 

0．1％から今固は－42％と赤字へ転落している。   

● 一般病棟入院基本料別の損益差額では「7対1」が酌固の－．3．0％から今回は－4．1％、   

「10対1」が前回の一9．0％から今回は－7．4％「13対1」が前回の－d．0％から今回は   

一6．1％「15対1」が前国の－3．0％から今回は5．3％、「特別入院基本料」が前回の－0．5％   

から今固は－2．7％、となっている。「15対1」以外は全て赤字であり、とりわけ「10対1」   

が－7．4％と健営状況が一番悪い。   

● 一般病院100床あたりの損益差額では、全体で前回の－5．0％から今回は－4．5％と変わ   

らず赤亭であり、国公立を除＜全体においても前固の－0．2％から今固は－0．7％と同じ＜赤   

字である。   

● 損益率の分布のグラフでは、国公立を除＜一般病院で「○％以上～10％未満」が最も多く、   

次いで「－10％以上～0％未満」が多い、医療法人では32％の病院が「－30％未満」であ  

り、経営が成り立つ状況ではない病院もある。  



平成21年11月18日  
社団法人日本歯科医師会  

琴17回申医協一医療経済実態調査結果に対する見解  

一中医協・平成21年6月実施－  

「歯科診療所（個人立） 

1．はじめに  

○本調査は、医療機関における医業経営等の実態を明らかにする調査であり、次期改定の重要な検討資料である。   
また、中医協の協議をふまえて、今回初めて年間ベースの調査も実施された。   

○歯科診療所は無床診療所であり、その経営規模を示すユニット台数は各年度において平均3台を示し、調査年によって変わって   

いない。このことから、過年度の調査結果との比較はそのまま経営実態の変化と考えられる。   

○歯科診療所の損益差額には、院長給与相当分のほかに多くの本調査結果に計上されていない項目（費用相当分）が含まれる。法  

人の勤務者の給与と比表する場合には、これらの項目を差し引いて比較検討する必要がある。  

く損益差額に含まれる院長給与相当分以外の項目〉  

（》院長退職金相当分の積立、（∋法定福利費相当分（年金及び健康保険料）、  

（∋建物、設備等の改築・更新等の費用、④借入金の返済分、（9自己資本の投下の逸失利益の補填とリスク   

くその他の労≠時間、地域活動等の比較〉  

・診療時間以外の経営全般（経理、請求事務、人事管理等）のための時間  

・地域医療・保健活動のための時間（学校医、健診、保健所活動への協力等）  

表2 幸美年の集計（報告書147頁）  

歯科診療所（集計2）  

表1 平成21年6月（報告書 28貢）  
（参考）  

※1月当たり  歯科診療所（集計2）  

個 人  

金額 ・   構成比串   金額の  
伸び率   柑年6月  21年6月  lI年6月  ！1年OJl   

千円  千円  ％  ％  ％  

1医業収益  】．455  ‡，‘18  ，9．℡  l弼．0  l．丁   

1．保険診療収益   之．三相4  3．】15  86．i  86．】  4．4   

2．労災等鯵療収益   3    8．l  8．】  之86．丁   

3．その他の診療収益   123  412  12．2  】2．2  4．S   

4．その他の医菓収益   45  48  l．・3  1．】  ぢ．7   

Ⅱ 介護収益   2   8．l  0．0  －5¢，0   

1．居宅サーヒえ収益   0，】  l．l  ーS¢．0   

2．その他の介護収益  ¢  0  8．0  0．8  

Ⅲ 医業・介桟費用  Z．之Z8   

1．給与費   ○    28．6  27．l  －0．2   

2．医薬品資   ．4l  1．2  l．2  丁．3   

3．歯科材料受   214  24ユ  6．2  ‘．丁  11．6   

4．委託費   3丁4  3i8  l0．8  9．3  －！．6   

5．減価償却費   16？  ‖1  4．丁  ▲．丁  5．6   

（再掲）建物減価店主P糞   S6  ∬  1．も  1．5  －5．4   

（再掲）医療機暴減価償却費   65      1．l  さ．l   

6．その他の医業費用   ▲lT  63l  12．9  1丁．l  41．2   

Ⅳ損益各店＝十Ⅱ一皿）   l．ZZg  1．2【ほ  ユ5．6  】】．Z  

Ⅴ 税金  

Ⅵ税引後の飴損益差額（Ⅳ一Ⅴ）  

施設数   593  551  

平均ユニット数   3   

個 人  

金額   構成比皐   

千円  ，も  

Ⅰ医業収益 収．鋤   100．0   

1．保険夢療収益   35J▲8ほ  糾＿8   

2．労災等診療収益   10¢  一 0．3   

3．その他の診療収益   5二郎8  13．5   

4．その他の医業収益   817  1．5   

Ⅱ 介孟蔓収益   0．8   

1．居宅サービス収益   0．0   

2．その他の介凛収益  ○  

Ⅲ 医真・介護糞用  28．6引  

1．給与費   11．丁柑  27．，   

2．医薬品費   531   1．3   

3．歯科材料費   乙866  6．8   

4＿要謹皇   3．弼l   鑓．4   

5∴務価償却糞   乙056  l．9   

（再掲）建物漉価償却費   639  1．5   

（再掲）医療椎茸減価償却費   丁99   】．！   

6．その他わ医薬糞用   丁．幻5  1了．9   

Ⅳ損益姜額（Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ）   13．355  31．8   

Ⅴ 税金  

Ⅵ税引後の総娯益差額（Ⅳ一Ⅴ）  

施設数   

平均ユニット数   3  

※事業年の集計金額を  

12分の1に換算  

2   
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2．第17回医療経済実態調査における歯科診療所（個人）の損益状況（％は前回鯛査との比較）   

（1）▼6月単月調査分   

①医業収益は361．6万円で、南国比16．1万円の増収（4．7％）であった。  

②保険診療収益は311．5万円で、前回比13．1万円の増収（4．ヰ％）であった。  

③医業・介護費用は241．5万円で、前回比18．7万円の増額（8．4％）であった。  

④損益差額は120．2万円で、前回比2．7万円の減益（▲2．2％）となった。   

（2）事業年の集計（年集計を〟12に換算）と6月単月の比較 

年集計を1／12に換算した1月当たりの  

（D医業収益革ま350．0万円で、6月単月に比べて（3．2％）少額。  

②保険収益は296．7万円で、  ′／  

③医業・介護費用は2由．8万円で、 〃  

④損益差額は111．3万円でこ  I I 

（4．8％） 〃。  

（1．1％）JJ で構成比率は1．4％高い。  

（7．4％） 〝 で構成比率は1．4％低い。  

6月単月   年集計の〟12   

Ⅰ医業収益   3，616千円   3，500千円（▲3．2）％   

保険収益   3．115   2，967  （▲4．8）   

Ⅲ医業・介護費用   2，415   乙388   （▲1．1）   

Ⅳ損益差額   1，202   1，113   （・▲7．4）  

（ ）は対6月単月比較  

◆①、②の結果は次の理由が考えられる。   

6月には「歯の衛生週間」があり、キャンペーンの結果二国民の意識が高く、歯科にとって需要の高まる特殊な月である云   

◆費用の減少率は収益の減少率より小さく、一方構成比率が高いことは、単月調査ではもれがちな費用が年間調査には正確に計上   

されている結果と考える。その結果、④損益差額は6月単月より構成比率が低く、実額も少額を示した。  

3  

表3 第12回～17回の医療経済実態調査に見る10年間の歯科診療所（個人）の損益状況の推移  

（1施設当たり収益）  

第12回   第13回   第14回   弟15回   第16回   第17回   

11年6月   13年6月   15年6月   1丁年6月   19年6月   
区 分  

21年6月  

金魚  金額  （伸び率）  金額  （伸び率）  金額  （伸び車）  金額  （伸び率）  金額  （伸び率）   

千円   千円  ，も 千円  ，も   千円  ％   千円  ，も   千円   ％  

1．医業収益  4，122■  3，857 （▲8，4）  ’3．700 （▲4．1）  3，544 （▲4．2）  3．ヰ55 （▲2．の  3，616  （4．7）   

（保険診療収益）   3．639  3．358 （▲7．了）  3．279 （▲乙4）  3，076 （▲6．2）  2，984 （▲3．0）  3．115  （4．4）   

2＿医業・介護費用 2．749  乙588 （▲5．9）  2，469 （▲4．6）  2，1卯 （▲11．8）  乙228 （1．4）′  2，415  （8．4）   

3．収益差額   1，372  1，269 （▲了．5）  j．233  （▲2．8）  1，351 （9．6）  1．229 （▲9．0）  1，202  （▲2．2）   

Hll年6月～H21年6月（10年間）の推移  

（5回分の伸び率の累計）  

1．医業収益   ▲12，5％   

2．（保険診療収益） ▲14＿9％   

3．医業 ▲11．7％   

4．収益差額   ▲11．9％   

4   



3．第12回～第17回医療経済実態調査に見る10年間の歯科診療所（個人）の損益状況の推移  

1）医業収益は今回は増加したが、前4回は減少している。その結果、全5回分の伸び率の累計は▲12．5％となる。   

2）保険診療収益は同じ動きを示し、伸び率の累計は▲14．9％で、大幅に減益を示している。   

3）医業費用は前4回までに20．1％の削減を示してきたが、今回は8．4％の大幅な増加を示した。その中で、特に歯科材料費とその   

他の医業費用が大きく増加した。これは、金屑材料をはじめ材料費の値上げが一因であり、また、単月調査ではもれていた費用   

が年間データから正確に把握されたためと考える。   

4）上記の結果、経年的に大幅な経費削減の努力にもかかわらず、損益差額は減少し、その伸び率の累計は▲11．9％となった。   

5）個人立における損益差額（120．2万円）には、院長報酬のほかに、①院長の退職金相当分の積立、②法定福利費相当分（年金及   
び健康保険料等、給与の約25％×1／2）、③建物、 

を参考にすると月平均22．7万円）が含まれる。 

6）単月分の損益差額（120．2万円／事業費の集計では111．3万円）から、上記の①～④を引くと、個人立の診療所院長の給与相当額   
は、一般病院の勤務歯科医師の給与（107．4万円報告書94貢）を下回り、歯科診療所の勤務歯科医師の給与（56．8万円報告書98頁）   

のレベルに近い結果を示している。  

4．蓼考兼料  

国民医療費と歯科医療費の推移（資料：国民医療費）  

国民医療費と歯科医療費の推移  匡l民医療資（伝PH   （質料．匹I民声欄ほU  
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5．まとめ  

長年に亘る医療費削減政策の中で一、全国の歯科診療所は患者への安全安心の歯科医療の安   

定提供に向けて努力を続けてきたが、歯科における経営の合理化や経費削減の 

達していることば、今回の医療経済実態調査結果並びに経年的な推移の結果にみられる歯科   

診療所の損益状況からも明白である。  

歯科診療所経営は極めて厳しい状況に追い 

ると言わざるを得ない。  

国民への安全で質の高い歯科医療の提供を確保するためには、歯科診療報酬体系の機能的   

な 

保が求められる。   




